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定款の一部変更に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成 20 年 5 月 8 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 20

年 6 月 27 日開催予定の第 50 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下

記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

1. 定款変更の目的 

会社法第 427 条第 1 項の規定に従い、将来にわたって当社の社外取締役及び社外

監査役の招聘を容易にするため、社外取締役及び社外監査役との間で責任限定契約

を締結できるよう、変更案第 27 条（社外取締役の責任限定契約）及び第 32 条（社外監

査役の責任限定契約）を新設するものであります。 

 

2. 定款変更の内容 

添付資料のとおりであります。 

 

3. 日 程 

定款変更のための定時株主総会開催日 平成 20 年 6 月 27 日（予定） 

定款変更の効力発生日           平成 20 年 6 月 27 日（予定） 

 

以 上 

＜この件に関するお問合せ先＞ 

ローム株式会社 広報 IR 室 

〒615-8585 京都市右京区西院溝崎町 21 

TEL(075)311-2121、FAX(075)311-0358、E-MAIL pr@rohm.co.jp 



（添付資料） 

 

 

（下線は変更部分を示します） 

現  行  定  款 変   更   案 

 

第 4 章 取締役および取締役会 

 

 

第 4 章 取締役および取締役会 

 

（新 設） 

 

 

 

 

 

（社外取締役の責任限定契約） 

第 27 条  当会社は、会社法第 427 条第 1 項の

規定により、社外取締役との間に、同

法第423条第1項の賠償責任に関し、

法令が規定する最低責任限度額を限

度とする契約を締結することができる。 

 

第 5 章 監査役および監査役会 

 

第 5 章 監査役および監査役会 

（員数および選任方法） 

第 27 条（条文略） 

～ 

（報酬等） 

第 30 条（条文略） 

 

（員数および選任方法） 

第 28 条（現行どおり） 

～ 

（報酬等） 

第 31 条（現行どおり） 

 

（新 設） 

 

 

 

 

（社外監査役の責任限定契約） 

第 32 条  当会社は、会社法第 427 条第 1 項の

規定により、社外監査役との間に、同

法第423条第1項の賠償責任に関し、

法令が規定する最低責任限度額を限

度とする契約を締結することができる。 

 

第 6 章 計 算 

 

第 6 章 計 算 

（事業年度） 

第 31 条（条文略） 

～ 

（配当金の除斥期間） 

第 34 条（条文略） 

 

（事業年度） 

第 33 条（現行どおり） 

～ 

（配当金の除斥期間） 

第 36 条（現行どおり） 

 

以 上 

 

 

 


